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船舶事故調査報告書 

 

                            令和６年１月１０日      

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 令和４年１１月２１日 ０８時４０分ごろ（死亡時刻：１０時４２

分） 

発生場所 不明（三重県鳥羽市菅島白埼北方沖） 

事故の概要 漁船第五隆
たか

丸は、のり養殖網の修理作業を終えて帰航中、船長が落

水して死亡し、無人の状態で漂流しているところを発見された。 

事故調査の経過 令和４年１２月２１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第五隆丸、０.８トン  

ＭＥ３－５７３２２（漁船登録番号）、個人所有 

６.８０ｍ（Lr）×１.７９ｍ×０.６２ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関（船外機）、３０kＷ（動力漁船登録票による）、昭和

６３年１１月３日 

 乗組員等に関する情報 船長 ５３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成３０年５月１７日 

  免許証交付日 令和４年１１月１６日 

         （令和１０年５月１６日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風速 約４～５m/s、視界 良好 

海象：うねり 波向北北東、波高約２ｍ、海水温度 約２０℃ 

鳥羽市には、１１月１９日１６時３１分に強風注意報及び波浪注意

報が発表され、２１日０４時３５分に強風注意報が解除され、波浪注

意報は本事故発生時も継続中であった。 

 事故の経過 

 

本船は、船長が１人で乗り組み、令和４年１１月２１日０６時００

分ごろ、菅島長埼南南東方沖に設置されたの
．
り
．
養殖網（以下「本件

網」という。）を点検する目的で、鳥羽市菅島町菅島漁港を出航し

た。 

僚船の船長（以下「僚船船長Ａ」という。）は、菅島漁港の橋梁か
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ら海の様子を見ていたところ、本船が菅島漁港から北東方に向けて出

航していくのを目撃し、前日に時化
し け

ていたので、本件網の隣に設置し

た自身ののり
．．

養殖網が損傷しているのではないかと考え、同養殖網を

点検する目的で、本船の後を追って本件網の設置場所に向かった。 

僚船船長Ａは、本件網の設置場所に到着し、救命胴衣を着用してい

る船長が本件網の修理作業を行っており、自身の網の修理作業を開始

したところ、０８時００分ごろ船長から本件網の修理作業を終えたの

で、帰航する旨を伝えられ、本船が北進を開始したことを確認した。 

別の僚船の船長（以下「僚船船長Ｂ」という。）は、０８時４０分

ごろ、菅島北端の白埼の北方約１７０ｍで、本船が無人で船尾部が水

没した状態で漂流しているのを発見し、所属する漁業協同組合（以下

「漁協」という。）及び船長の家族に連絡した。 

僚船船長Ａは、のり養殖網の修理作業を行っていたところ、無人の

本船が発見されたことを僚船船長Ｂから携帯電話で伝えられ、菅島漁

港に帰った。 

船長の家族は、連絡を受けて漁協の所属船数隻と出航し、船長の捜

索に当たり、漁協の担当者は消防署及び海上保安庁に本事故の発生を

通報した。 

僚船船長Ｂは、自船で菅島漁港に本船をえい
．．

航した。 

船長は、捜索の結果、０９時３３分ごろ、本船が発見された場所か

ら南南西方付近で救助され、漁協が所有する船により鳥羽市鳥羽港に

移送され、救急車で三重県伊勢市所在の病院に搬送されたものの、 

１０時４２分医師により死亡が確認され、死因は溺水と検案された。 

（付図１ 事故発生場所概略図、写真１ 本船、写真２ 本船が発見

された場所 参照） 

 その他の事項 僚船船長Ａ及び地元の漁師は、白埼周辺では、東方沖からの波を受

けると浅海域に波が入り込み、波が高くなって磯波が立ちやすくなる

ので、ふだん、のり養殖網に向かう際には菅島漁港を出航したのち、

白埼北方沖を陸岸から離して、大回りして向かうようにしていた。 

白埼北方沖は、北方及び東方から陸岸に向かって水深が浅く、険礁

が点在している。（図１参照） 
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図１ 白埼北方沖の情報 

 

文献「波浪学のＡＢＣ」（初版、磯崎一郎著、株式会社成山堂書

店、平成１８年８月２８日発行）には、磯波について、次のとおり記

載されている。 

第２章 沿岸における波の変形 

 ２.３ 磯波 

  （前略） 

   沖合では粉砕していない波でも、海岸の浅海域に進んでくる

場合には、水深と海底勾配に関係して生じる浅水変形、屈曲、

反射などの効果によって波高が増大し、波長も短くなり、結局

波形勾配が急唆になって砕波します。これが、いわゆる磯波で

す。 

僚船船長Ａは、船長が本件網の修理を終えて帰航中、航行できる波

高だと思い、陸岸から離して大回りせず、白埼付近の沿岸に沿った進

路で帰航したのではないかと本事故後に思った。 

 本船は、船体に他船と衝突したような痕跡は見られなかった。 

船長は、救助された当時、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

不明 

なし 

不明 

本船が発見

された場所 

船長が救助

された場所 

菅島 

白埼 
５ｍ 

１０ｍ 

２０ｍ 
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 判明した事項の解析 

 

 船長の死因は、溺水であった。 

船長は、波浪注意報が発表され、波高約２ｍの状況下、０８時００

分ごろ本件網の修理作業を終了し、僚船船長Ａに帰航する旨を伝えて

北進を開始したのち、０８時４０分ごろ菅島白埼北方沖で本船が無人

の状態で漂流しているところを発見されたことから、白埼北方沖にお

いて落水したものと考えられる。 

船長は、前日の時化によって本件網が損傷しているおそれがあった

ことから、修理の目的で出港したものと考えられる。 

白埼北方沖付近は、本事故当時、北北東方からの波が浅海域に到達

したことから、磯波が発生していた可能性があると考えられる。 

 船長は、本船が発見された際、船尾部が水没していたことから、帰

航中、本船が高い波を船尾方から受け、バランスを崩して落水した可

能性があると考えられるが、目撃者がおらず、落水に至った状況を明

らかにすることはできなかった。 

 船長は、本件網の修理作業時は救命胴衣を着用していたものの、救

助された際は着用していなかったことから、落水時、又は落水したの

ち、脱げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、波浪注意報が発表され、波高約２ｍの状況下、

菅島白崎北方沖において、帰航中、船長が落水して溺水したことによ

り発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、気象及び海象について情報を収集し、自船の耐航性を考

慮して、波が高く危険だと思われる時は出航を控えること。 

・小型船舶の船長は、磯波が発生しやすい海域では注意を払い、陸

岸から距離を離して航行すること。 

・救命胴衣等の適切な着用を心掛けること。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三重県 
鳥羽市 

伊勢湾 

本船が発見された場所 

（令和４年１１月２１日 ０８時４０分ごろ） 

船長が救助された場所 

（令和４年１１月２１日 ０９時３３分ごろ） 

僚船船長Ａが本船の帰航を目撃した場所 

（令和４年１１月２１日 ０８時００分ごろ） 

長埼 

菅島漁港 

菅島 
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写真１ 本船 

 

 

写真２ 本船が発見された場所 

 


